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       新型コロナウイルス感染症にかかわる届け出について 

 

 保護者の皆様には、新型コロナウイルス感染症蔓延防止の対応にご協力いただき感謝申し

上げます。  

感染の予防や蔓延防止にあたり、体調が悪い場合は外出せず自宅で休養することが何より

大事な水際対策になります。毎朝、登校前に検温と健康状態の確認をしていただき、体調が

悪い場合は無理をして登校せずに自宅で様子を見てください。 

体調が悪く休養した場合は出席停止扱いとしてきました。今後も同様に対処していきます

が、今後につきましては、以下の届け出用紙の提出と病院への相談または受診が必要になり

ますのでお知らせいたします。 

 届け出用紙（様式①⑤）は保護者の記載によります。生徒が回復し登校する際に、担任に

提出してください。届け出用紙はホームページからダウンロードできます。また、保健室に

おいてもお渡しできます。 

  

出席停止の流れ 

 体調が悪くて欠席する場合は保護者から学校へ連絡してください。 

  様式⑤健康チェック表をつけます。 

   ↓ 

 病院へ電話をして相談や受診をして医師の診断を仰いでください。 

  様式①に内容を記入します。 

   ↓ 

 再登校時に様式①⑤を担任に渡してください。 

 再登校時には朝 SHR前後に保健室で体調チェックを受けてください。 

   

＜コロナウイルス感染症疑いで自宅で休養していただく場合＞ 

・発熱（朝３７度以上の熱）や、熱がなくてもかぜ症状など、体調不良がある場合。 

・37.5度未満の発熱の場合は解熱した日の翌朝から１日熱がないこと確認し休養してください。 

・37.5度以上の発熱の場合は解熱した日の翌朝から２日熱がないこと確認し休養してください。 

・基本的にかぜ症状などが消失するまで休養してください。 

・同居する家族に発熱や風邪症状などがある場合は担任にご連絡ください。（配慮いたします。） 

・その他、不明な点は担任にご相談ください。 

 


